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（午前１０時 開会） 

○光好博幸委員長 ただいまから民生常

任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、増永委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 異議なしと認め、その

ように決定いたします。 

 請願第３号の審査を行います。 

 加齢性難聴者の補聴器購入の助成を求

める請願書です。 

 まず、請願者から趣旨説明をしていただ

きます。 

 説明時間は、１０分以内で、趣旨説明終

了後、委員からの質疑をお受けし、その後、

討論、続いて採決を行います。 

 それでは、趣旨説明について、よろしく

お願いいたします。 

○請願者 それでは、請願の趣旨説明を行

います。 

 高齢化社会を迎えまして、高齢者福祉が

大変重要になっております。介護従事者、

事業所が減って、介護を受けたくても受け

られないという状態が、今特に地方で多く

発生しています。 

 家族介護を減らすために始まった介護

保険ですけれども、老老介護、ヤングケア

ラー、介護退職も社会問題化しています。 

 こういった中で、認知症予防はますます

重要になってきていると考えています。 

 補聴器を使って、聞こえを良くするとい

うのは、認知症予防につながります。コミ

ュニケーション不足が脳の活性化に影響

して逆行します。 

 人との会話や脳トレは、認知症予防に役

立つとされています。聞こえが悪いとコミ

ュニケーションがうまくいかず、気持ちを

伝えられないストレス、自信をなくす、社

会的に孤立し、鬱にもつながり、社会生活

に非常に影響を及ぼします。 

 老人クラブの方たちからは、コミュニケ

ーションがうまくいかないと、夫婦げんか

が絶えなくなるなどの意見が出て、多くの

賛同を得ることができました。 

 また、警告音について、最近、電気自動

車が増えて大変静かに近づいてきます。耳

が悪くても悪くなくても、気がつかないこ

とがあり、大変危険です。 

 テレビの気象警報なども、まずは音が聞

こえなくては気づかないこともあるかも

しれません。 

 重要な情報からの排除は、人の訪問、電

話にも気がつかず生活に不便極まりなく

なります。 

 最近の補聴器は非常に性能が良くなっ

てきまして、耳にかけたりせずに、耳の穴

に収まるものが多く、目立ちません。耳骨

に直接働きかけるというようなこともあ

り、相当聴力が悪くても聞こえるという性

能になってきています。 

 ハウリングもせず、本人の聞こえの状態

に合わせて調整されます。 

 しかし、残念ながら比較的高価になって

います。私の妻も数年前に新調しましたけ

れども、超音波洗浄機などの附属品、アル

コールなども込みで片方で７万円、両方で

１４万円になりました。 

 比較的安いものを求めたつもりなんで

すが、低所得者の方にとってはちょっとた

めらわれる価格だと思います。 

 我慢をせず、便利な器具を使っていただ

いて、不便を感じず生活していただきたい

と考えています。 
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 ぜひ、補聴器の購入助成を、摂津市でも

お願いをしたいと思います。 

 既に全国で４７１自治体、府内の１９の

自治体で実施されています。残念ながら、

制度としては、助成金額、助成対象、所得

制限など様々ですが、例えば、東京都の足

立区では所得制限もなく、６５歳以上の難

聴と診断された方全員が対象という、縛り

がないという仕組みで、助成額が５万円と

なっています。 

 よって条件がないことで、特に優れてい

るのが手続が簡単なことです。医師の難聴

という診断書と補聴器を購入した領収書

を提出すれば、すぐに５万円がいただけま

す。証明も登録も申請もないわけです。 

 摂津市でも、よりよい制度設計をお願い

したいと考えています。 

 この時期にお願いいたしますのは、年内

にぜひ検討していただいて、来年早々、予

算審議をされれば、新年度、４月から制度

のスタートも可能だと考えております。 

 本日、請願署名を４４０筆提出をさせて

いただきました。市民からは待ち望まれて

おります。何とぞよろしくお願いをいたし

ます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 趣旨説明が終わりま

した。 

 何か質問があればお受けいたします。挙

手にてお願いいたします。 

 光田委員。 

○光田あまね委員 加齢性難聴者の補聴

器購入に対する摂津市の独自制度創設と

いうことで、今回請願をいただいているわ

けでございますけれども、市の現状として、

どのような考えを持っていらっしゃるの

か、これまでも議論はされていると承知は

しておりますが、１点確認の意味で理事者

に伺います。 

○光好博幸委員長 細井高齢介護課長。 

○細井高齢介護課長 補聴器購入助成に

つきましては、まずは聴覚障害をお持ちの

方の制度になりますが、国の制度として、

身体障害者手帳の交付を受けている方に

対して、障害者総合支援法に基づく補装具

費支給制度等が講じられております。 

 加齢性難聴の方への補聴器購入助成に

つきましても、市の助成制度ではなく、国

の助成制度において対応することが望ま

しいとの考えから、全国市長会を通じて必

要な措置を講じるよう、令和３年度より要

望を行っております。 

 また、補聴器購入の検討におきましては、

国の認知症と難聴との因果関係に係る研

究結果も踏まえる必要があると考えてお

りますが、現時点では国において研究結果

の取りまとめに至っていないという状況

です。 

 このような状況ですが、引き続き補聴器

購入に対する助成制度の創設について、北

摂市長会及び全国市長会を通じて国に対

する要望を行うとともに、国や近隣自治体

の動向を注視しながら、制度の在り方につ

いて研究を進めているところでございま

す。 

○光好博幸委員長 光田委員。 

○光田あまね委員 聞こえの問題は、高齢

者の方にとって生活の質を向上させるた

めに、非常に重要なテーマだと思います。

市の考えとしては、北摂他市と同様に、国

において講ずるべき施策ということで、理

解をいたしました。 

 請願者の方に質問いたします。理事者か

らの答弁がございましたけれども、どうし

ても市として独自でやってほしい思いや

きっかけがあったと思いますが、お聞かせ
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いただけますでしょうか。 

○光好博幸委員長 請願者。 

○請願者 趣旨説明でも申し上げました

とおり、国はなかなか腰を上げない。各自

治体で全国４６０を超える自治体、それか

ら大阪府下でも２１の自治体、３年前に柏

原市を皮切りに、始まっているわけです。 

 日々生活している方のことですから、国

の制度が整うまで待っているというわけ

にはいかないと思います。 

 障害者手帳を出すまでもない方でも、補

聴器という便利な道具を、使えるものなら

使っていただきたいという思いがあって、

この時期にお願いをしております。 

 ぜひとも摂津市独自でも、ほかの自治体

も大いにやっているところなので、お願い

をしたいと思っております。 

○光好博幸委員長 光田委員。 

○光田あまね委員 お気持ちよく理解い

たしました。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 ほかにございますか。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員 加齢性難聴の方の補聴

器購入に対する市の独自制度創設という

ことで、請願された方として制度の具体的

なイメージというのはどんな内容でお持

ちなのか、お聞かせください。 

 例えば、金銭的な支援にとどまるものな

のか、アフターフォローも含めた制度設計

を求めるものなのか、お願いいたします。 

○光好博幸委員長 請願者。 

○請願者 趣旨説明でも申し上げました

ように、各自治体の制度が様々なんです。

補助限度額１７万円という自治体もあれ

ば、２万円という自治体もあれば、真ん中

辺りで５万円とか７万円とかになる自治

体もいっぱいあります。補助対象にしても、

障害者手帳をお持ちの方は、先ほど言われ

たように障害の制度がありますというこ

とだけではなく、障害者手帳をもらってい

ない方で、何デシベル以上とか可聴範囲を

区切っている自治体もあれば、少しでも聞

こえが悪ければという自治体もあれば、対

象を絞っている自治体もあれば、ほとんど

絞っていない自治体もあります。 

 それから所得制限がある自治体もあり

ますし、足立区のように所得制限なしで、

６５歳以上の難聴者の方全てという制度

もあります。 

 我々としては所得にかかわらず、難聴の

方にはぜひ補聴器を使っていただきたい

という思いですから、理想としては現物無

料支給というようなことであれば、医療費

の無料化と同じように究極の目的はそこ

にあるかと思います。けれども摂津市でで

きる一番よい制度をまずつくってもらい

たいと考えています。 

 これまでの自治体の状況を見ていただ

いて、よりふさわしいものを摂津市で制度

設計していただきたいという思いを持っ

ております。 

 もし制度に不満があれば、制度の拡大、

もっと良くしてくださいという要望を、ま

たこれから何回もやっていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 安藤議員。 

○安藤薫議員 紹介議員として、少し補足

させていただきたいと思います。 

 この補聴器の助成制度については、請願

者からもお話がありましたように、短い期

間ですごい勢いで実施する自治体が増え、

大阪府でも３年前は４自治体しかやって

いなかったのが、この数年の間に２１自治

体に及んでいます。大阪府内の自治体のほ
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ぼ半分になってきていて、これからも増え

ていくと思います。 

 制度設計については、請願者のお話にあ

ったように、所得制限であったり、聴覚の

聞こえの問題での制限をどう設けるのか

と、いろいろな制度があるかと思いますが、

請願の趣旨の項目の中にありますように、

聴覚の状況を早期に把握してもらって、早

めに補聴器につなげて、加齢性難聴が悪く

なるのを防ぐということからも、耳鼻咽喉

科の診断を受けるとか、相談員にサポート

をつなげていくとか、その後のメンテナン

スをどうしていくのかを考えていきたい

と思います。 

 さらに予防という観点から、聴覚の健康

診断など併せて、トータルで議論をした上

で、制度設計をしていくというのが非常に

重要ではないかと思っています。 

 いずれにしましても、これだけ各自治体

が独自の制度を行ってきていて、北摂では

少し遅れているようですけれども、島本町

で既に実施もされているかと思いますし、

早く取り組んでいただくことが本当に望

ましいです。聴覚の問題は見えないだけに、

人知れず悩んでおられる方がすごく多い

ということが、今回の請願に対する署名活

動でよく分かりました。 

 今回の署名活動で、実はうちの旦那がと

か、実は私もという方々が多くて、お友達

と話してもよく聞こえないが、聞こえない

ふりをしちゃうと失礼だから中途半端な

相槌を打ってしまうような付き合いがし

んどくなって、友達とのお付き合いが減っ

たといった話をお聞きします。 

 それから体が元気だからボランティア

に参加して、会議に行きますが、会議でも

何をやっているか分からない苦痛がある

とお聞きします。ほかの方々から、あの人

に話しかけても返事もしないと言われる

ことをすごく恐れて、会議に参加できなく

なるという声をたくさん聞きましたので、

そういった方々が摂津市の中にはたくさ

んいらっしゃると思います。 

 市として市民の声に応えていくために

も、検査も市の健診の中に義務づけていく

とか、一定の聴覚の聞こえの問題や悩みが

ある方については、助成制度があるという

ことにつなげていくことで、集音器のよう

な金額は高いが使ってみると雑音ばかり

が聞こえてしまって、無駄になってしまう

というような無駄な買い物が減ります。そ

ういった意味でも、聴覚障害の方々、聞こ

えの悩みを抱えている方々に、適切な補聴

器を使用していただいてＱＯＬを維持し、

低下させない生活を保障していくという

のは、摂津市の高齢者福祉の理念からも非

常にかなったものだと思いますので、制度

設計を考えていただきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  

 大川委員。 

○大川ゆり委員 補聴器の助成をする限

りは、私自身もアフターフォローをしっか

りして、せっかく補聴器を手に入れたので

あれば、しっかりと使っていただくという

のが大前提だと考えていますので、丁寧な

取組が必要だと思います。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 そのほかございませ

んか。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 私からは質問というよ

りは、お願いです。この制度は弱者に寄り

添うということで、良い制度だと私は思っ

ています。 
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 それで理事者からお話があったように、

私は国の統一した制度であってほしいと、

思っております。 

 大阪府で２１自治体が補助制度を導入

されているというお話がありましたけれ

ども、これから摂津市で制度設計を考えて

いく場合、２１自治体でどのような対象者

だとか、所得制限があるのかとか、いろい

ろあると思いますので、各自治体のリスト

があれば、会議後でいいのでいただきたい。

これからの検討材料にしたいと思います。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 暫時休憩します。 

（午前１０時１８分 休憩） 

（午前１０時１９分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 今、中川委員より御要望がありましたよ

うに、リストについては準備ができ次第、

委員全員にお示しいただきますように、よ

ろしくお願いいたします。 

 そのほかございませんか。 

 村上委員。 

○村上英明委員 この加齢性難聴者の補

聴器購入助成につきましては、私も令和４

年第４回の定例会で、一般質問をさせてい

ただきました。大阪府内２１自治体で実施

をされているとのことですが、南部のほう

が比較的助成をされている自治体が多い

かと思うんです。補助額も２万５，０００

円とか、中には５万円というのが、大阪府

内の自治体で大多数かと思うんですが、ど

ういう補助額をイメージされているのか

ということを、質問させていただきたいと

思っています。 

○光好博幸委員長 請願者。 

○請願者 理想としては、全額支給、標準

品支給です。その市の財政状況にもよると

思うんですけれども、摂津市なら恐らく大

阪府内のほかの自治体よりも金額も大き

く、補償の範囲も大きくできると思ってお

ります。 

 摂津市に望むのは、大阪府内の平均以上

の支給額、対象、所得制限もなく、広くお

使いいただけるような制度にしていただ

けることをイメージしています。 

○光好博幸委員長 村上委員。 

○村上英明委員 補聴器については、数千

円から、フルスペックとなると１００万円

を超えているとか、幅がかなり広くありま

すし、また先ほど述べさせていただいたと

おり、自治体からの補助というのも、条件

として市民税非課税世帯に限るというと

ころもあります。また、２万５，０００円

とか５万円とかということで上限を設け

ておられるというところもあります。私の

個人的な考えといたしましては、大阪府内

のこの助成額といったものと並べて考え

るというのも一つでありますが、この市民

税非課税に限るという所得制限も、先ほど

請願者も言われておりましたけれども、所

得制限をなくすということも含めて、考え

ていくべきだと思います。 

 またこの請願の２つ目の項目にありま

すように先ほど安藤議員から御説明もあ

りましたけれども、補聴器を提供されてい

る眼鏡屋とか医療関係ともしっかり連携

を取って、早期発見というのも本当に必要

なことだと思います。 

○光好博幸委員長 そのほかにございま

すか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 請願の趣旨も、今までの

御質問の中で、市民の皆さんの思いみたい

なこともお聞かせいただいたと思ってい

ます。私も加齢性難聴や耳の聞こえが良く

ないことによって、家族間、お友達の間で
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トラブルとなり、涙ながらにどんなにつら

いか本当に分かってもらえないというよ

うなことを、お聞ききしたこともあります。 

 また、御本人だけではなくて、御家族や、

請願者の奥さんのお話をされておられま

した。また、ヤングケアラーとか、いろん

な話も最初の趣旨説明の中でおっしゃっ

ておられましたが、やはり聞こえが良くな

い家族がいるという立場からのお話なん

かをお聞きされていることがありますで

しょうか。 

 御本人の体験談でも結構ですし、こんな

話を聞いていますということでも結構で

すし、耳の聞こえが悪い家族がいるという

ことで、介護者が抱えておられるようなこ

とというのはどんなことがあるか、もしお

聞きになっていたら教えていただきたい

と思います。 

○光好博幸委員長 請願者。 

○請願者 まず、私の叔母が若い頃から難

聴で、聞こえが悪いと、何もしないという

か、ぼーっとしているように見えます。そ

うすると家族とか、周りが、相手をしなく

なり、一種の軽いネグレクト状態になるん

です。 

 そうすると、老けるのも早い感じで、ケ

アするほうも言わば放ったらかしという

感じになります。 

 聞こえが悪いと本人も家族も負担が増

えるような気がします。 

 うちは、家内のほうは、それこそ遠慮が

ないので、結構どなり合っていますから、

それはそれで問題はないんだと思うんで

すけれども、私の母が今、認知症で、娘が

障害者で視覚障害と知的障害があります

ので、若い頃からずっとケアラーをやって

います。 

 介護保険や障害者自立支援など、公のケ

アもいっぱい使いますけれども公の支援、

ケアというのは、限られた時間、限られた

状態で使えるというもので、やはり家族介

護は２４時間ですので、見守り介護、何も

しないけれども、母が転倒しないか心配す

る時間が結構あるんですが結構負担です。 

 今、公の介護というのは、見守りという、

一緒にいてあげようという感覚が非常に

あり、来て何かしてあげようという感覚な

ので、どうしても家族介護を外せないと思

います。 

 介護保険を受けられて単身でおられる

方が結構いらっしゃいます。お一人でいる

時間が長いというのは何か可哀想で、私は

介護については、いっぱいしてきたので、

思いがあります。ぜひ聞こえだけでも良く

すると、状況が変わると思います。 

○光好博幸委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ありがとうございます。 

 介護の問題って御本人もつらいけれど

も、本人を支える周りの方、介護をする側

の方も非常にしんどい思いをされる。 

 聞こえが悪いとどうしても大きい声で

何回も言うということで、怒っているつも

りはないんだけれども、言われる側とした

ら怒られたって萎縮してしまったりしま

す。子供が親御さんに対していろいろ言う

ときにも、子供から怒られているって親が

思っているのがつらいと思います。 

 御主人が奥さんに言うときでも、別に妻

をいじめているわけでも何でもないのに、

ただ意思を通じ合わせたいだけなのに、大

きな声で何遍も言って、お父さんから怒ら

れるっていうふうに妻が思うというのも、

非常につらいというようなお話を、私もお

聞きをしています。 

 たくさんの署名が一挙に集まったとお

聞きしましたので、そういう方々がたくさ



- 8 - 

 

んいらっしゃるんだと思います。 

 理事者から、認知症のことに関しては、

研究成果がはっきりまだ出ていない、今ま

だ研究途中と聞いておりますので、認知症

の発症の一因であるのではないかと国も

思っていると受け止めています。国に対し

ての要望を上げておられるということで

すので、この耳の聞こえをサポートする加

齢性難聴に対しての補聴器の補助制度が

必要だということは、摂津市も思っている

のではないかと思います。どのように必要

だとお考えなのか教えていただきたいと

思います。 

○光好博幸委員長 細井高齢介護課長。 

○細井高齢介護課長 加齢性難聴につき

ましては、認知症との因果関係というお話

をさせていただきましたが、一般的に言わ

れておりますのは、コミュニケーションで

あったり、買物、社会参加等々に支障をき

たしまして、社会的孤立、認知症のみなら

ず鬱病などのリスクが一定生じるものと

認識しております。 

 そういったところから、補聴器について

は、一定必要とは考えており、制度を設計

するにあたっては、地域間で格差があるべ

きものではないとの考えから、国として制

度を創設するべきというところで、要望を

かけているところでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 増永委員。 

○増永和起委員 令和３年度から市も必

要と認識して、要望をずっと続けておられ

るということでした。身体的フレイルとか、

様々なリスクが高まるということも、委員

会の中で答弁をいただいております。 

 また、民生常任委員会の視察として、２

０２４年５月に、東京都港区へ視察に行き、

非常に先進的な内容の学習もさせていた

だきました。必要な全ての方々にこの補聴

器を使ってもらいたいということで、生活

保護を受けておられる方でも持ち出しな

しで購入できる価格が、住民税非課税の方

で１３万７，０００円で、課税の方はその

半額ですとお聞きをしてきました。 

 私も２０２４年６月、第２回定例会で質

問をさせていただいたところです。この港

区の制度を摂津市が行うとしたら、一体幾

らぐらいの予算規模になるのかというこ

とについても、御質問をさせていただいて

おりましたが、その金額をお答えいただく

ことは可能ですか。 

○光好博幸委員長 細井高齢介護課長。 

○細井高齢介護課長 東京都港区の状況

で、本市の人口にあてはめた場合、東京都

港区は制度として６０歳以上の方を対象

にされておりましたので、本市もこの状況

にあてはめた場合、約１８０人の方が対象

になり、全て非課税の方で１３万７，００

０円という金額で試算をして約２，５００

万円となります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 増永委員。 

○増永和起委員 今のお答えにもあった

とおり、全員非課税だったという計算で、

２，５００万円の予算規模ということで、

本来だったら課税の方もいるので、港区の

場合は半額ですから、もう少し少なくなり

ます。 

 当時全国一と言われた港区の制度をや

るとしても、これぐらいの予算規模ででき

るということです。 

 だから、予算の問題としてはそんなに大

きな支障として考えることはなく、反対に

これをすることによって、先ほど言った市

民の皆さんの、介護される側、する側の

様々な苦しみが軽減され、もっと生き生き
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と元気に高齢者の方々が社会参加もでき

て、認知症の問題についてもリスクが減ら

されていきます。 

 またフレイルやのリスクを減らせる効

果のほうが経済的にも大きいと、港区でそ

ういうお話も聞かせていただきました。 

 早い段階で、手に取ってもらうほうが、

脳もしっかりとその機械に対応するとい

うこともお伺いしてまいりました。 

 令和３年度から経過していますが国は

動きません。こういう中で、各市町村は動

き出し制度をつくり出しています。 

 港区並みにとなると、ほかにもハードル

があるというお話も民生常任委員会の中

で聞いておりますが、まずは制度をつくっ

て、その後いつでも改善することは可能で

あると思いますので、ぜひ摂津市でもこの

制度を始めていただきたい。 

 何でも国を待っているということでは、

市民の苦しみを放置することになると思

います。 

 摂津市は、子供の医療費の問題では、先

進的にやっている市でございます。これは

国の制度ではありませんけれども、摂津市

が自ら子供たちのためにということで、高

校卒業まで医療費をしっかりと補助をす

ると。 

 さらに、これは子ども医療費という名前

ではもうなくなりますけれども、ひとり親

のところでは大学生までちゃんと医療の

面倒を見る先進的なことを、一方ではやっ

ているわけですから、高齢者の皆さんの苦

しみを一刻も早く、まずは手助けしていた

だきたいです。それによって健康で生き生

きとした、市長がおっしゃるウェルビーイ

ングな生活を送っていただくことで、介護

保険料とか医療費の削減にもいずれはつ

ながっていくと思います。 

 こういう形でぜひ取り組んでいただき

たいということを申し上げまして、私の質

問を終わらせていただきます。 

○光好博幸委員長 そのほか、御質問等ご

ざいませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 以上で質疑を終わら

せていただきます。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 討論なしと認め、採択

に移ります。 

 請願者の方は御退席いただきますよう

に、よろしくお願いいたします。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時３５分 休憩） 

（午前１０時３６分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 請願第３号について、採択することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 全員賛成。よって、本

件は採択するべきものと決定しました。 

 請願第３号の取扱いについて協議しま

す。 

 本請願については、市長へ送付し、その

処理の経過及び結果の報告を請求するこ

とに、異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 それでは、そのように

決定いたします。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時３７分 休憩） 

（午前１０時３８分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。理事者か

らの挨拶を受けます。 

 嶋野市長。 

○嶋野市長 おはようございます。 
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 本会議の際に申し上げましたけれども、

このたびは皆様、御当選、誠におめでとう

ございます。 

 そして改選後、最初の委員会でございま

すけれども、光好委員長をはじめといたし

まして、皆様方におかれましては、さらな

る形でまた御協力いただきます。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 また、本会議に引き続きまして、本日は

民生常任委員会をお持ちいただきまして

誠にありがとうございます。 

 本日の案件でございますけれども、令和

７年度摂津市一般会計補正予算（第３号）

所管分の審査ほか２件についてでござい

ます。 

 何とぞ慎重審査の上、御可決賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、私はこの場を一旦退席いたします

けれども、待機しておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○光好博幸委員長 挨拶が終わりました。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時３９分 休憩） 

（午前１０時４０分 再開） 

○光好博幸委員長 それでは再開します。 

 議案第５３号所管分の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手にてお願いいたし

ます。 

 光田委員。 

○光田あまね委員 １３ページの民生費、

障害福祉サービス費等給付費について御

質問させていただきます。 

 補正予算の内容等、新たな利用者につい

てはどの程度見込んでいらっしゃるのか、

お聞かせいただけますでしょうか。 

○光好博幸委員長 由井保健福祉部次長。 

○由井保健福祉部次長 補正予算の内容

と新たな利用者についての御質問に御答

弁させていただきます。 

 就労選択支援利用者としては、月５人を

見込んでおりまして、１人当たりの給付費、

加算として１人当たり３５万円、１０月か

らの半年として６か月分を計上させてい

ただいております。 

 利用者としましては、就労継続支援Ｂ型

の新規利用者で、現行の就労アセスメント

の対象者及び卒業後に就労系サービスの

利用を希望している支援学校の生徒がメ

インになると考えております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 光田委員。 

○光田あまね委員 ありがとうございま

す。内訳については理解いたしました。 

 次は、自治振興費について御質問させて

いただきます。同じく１３ページの協働の

まちづくり推進委員会委員報酬、こちらも

補正予算が計上されていますけれども、ど

のような内容なのか教えていただけます

でしょうか。 

○光好博幸委員長 川本生活環境部副理

事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、協働

のまちづくり推進委員会委員報酬の補正

予算の内容でございます。 

 まず協働のまちづくり推進委員会は、摂

津市協働のまちづくり推進条例に基づい

て市長の附属機関として設置するもので、

委員１５人で構成され、協働のまちづくり

推進計画や協働のまちづくり推進に関す

る重要事項について、調査・審議を行う会

議体でございます。 

 当初予算では、年３回、推進委員会を開

催する予定で委員報酬を組んでおりまし

たが、今回、開催回数を２回増やして年５
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回とするために、２回分の２７万円を増額

補正するものでございます。 

 その理由といたしましては、推進委員会

の第１回会議を７月に開催いたしました

が、その中で今後の推進委員会の進め方に

ついて、事務局から説明をさせていただき

ました。 

 その内容は、協働のまちづくり推進計画

の策定について、まずは市で素案を作成し

て、それを推進委員会でお示しして、推進

委員会で議論をいただきながら素案を修

正し、計画案を作成していくという内容の

ものでございました。しかしながら、委員

長から、従来どおりの行政主導の進め方で

は協働とは言えないのではないかと、白紙

の状態からみんなでつくり上げるのが協

働ではないかという御意見をいただきま

した。 

 委員長は、計画の素案を作成する前に、

本市の協働の状況について３回ほどフリ

ーディスカッション形式で議論を行って、

そこで出た地域課題や困り事を反映して

素案の作成に移っていくということを提

案されて、委員からも賛同の声が多かった

ため、そのような形式で会議を進めていく

ように変更しましたので、会議の開催数を

増やすこととするものでございます。 

○光好博幸委員長 光田委員。 

○光田あまね委員 ありがとうございま

す。 

 従来、お役所というのは決まったことを

そのまま慣例にのっとってするというの

がこれまでの流れかと思いますが、委員長

の意見を参考にされて、一旦計画案を白紙

に戻して、市民の皆様とともにつくり上げ

ていくという姿勢にすぐに変更された点

は、すばらしいと思います。 

 その推進委員会のメンバーの方々、男

性・女性の比率であったり、またどのよう

な年齢層の方がいらっしゃるのか、お答え

できる範囲で構いませんので教えていた

だけますでしょうか。 

○光好博幸委員長 川本生活環境部副理

事。 

○川本生活環境部副理事 協働のまちづ

くり推進委員会は、委員１５名で構成され

ておりまして、男女の比率は、男性が７名、

女性が８名で、ほぼ半々でございます。 

 年齢構成につきましては、報酬を支払う

関係上、委員から生年月日の情報は伺って

おるんですが、市としましてはその年齢構

成を、分析というか集計していないという

のが現状でございます。あくまでイメージ

でございますけれども、下は４０歳代から、

上は８０歳代ぐらいの年齢層で、大体６０

歳代ぐらいが一番多い年齢層かと思って

おります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 光田委員。 

○光田あまね委員 ありがとうございま

す。 

 市民の方々の御意見を反映するので、で

きれば２０代とか３０代の方の御意見も

反映できるような制度があれば、なお良か

ったとは思いますけれども、ある程度その

社会経験がおありになって、バランスが非

常に取れているのかとも感じます。 

 こちらからは要望にとどめさせていた

だきますけれども、ＮＰＯの団体や、ボラ

ンティアが、非常に活発に動かれているま

ちだと感じております。 

 その中で、一つ一つの団体がそれぞれ孤

立をしてしまっているというようなお声

もお伺いしています。 

 他市でもあるようなんですけれども、そ

のような一つ一つの活発に動いていらっ
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しゃる団体を、希望があればまとめるよう

な中間支援組織例えば、摂津市と市民の

方々、もしくはボランティアとＮＰＯ団体

の間に入って調整をできるようなものを

これからつくり上げていく推進委員会の

中で、計画にも盛り込んでいただけたらと

思い、要望とさせていただきます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 そのほか御質問のあ

る方。 

 村上委員。 

○村上英明委員 今回の補正につきまし

ては、大きく３点ほど質問させていただき

たいと思っております。 

 まず１点目は、３ページのところの繰越

明許費の件でございます。 

 当初予算に計上すると、当年度で対応し

ていくというか、物品であれば購入してい

くことが基本的だと思うんですが、今年度、

車両管理事業で、車両の購入ができなかっ

たということで、繰越明許費となっている

と思います。この２，４９６万２，０００

円が今回の補正で、ほぼ全額繰越されてい

るということでもありますし、またその１

年遡って令和６年度におきましても、８９

４万１，０００円という金額が計上されて

いたものを、全額繰越しされています。要

は先ほど申し上げました、当年度でこの車

両が購入できなかったということなのか

と想定をしておるんですが、１回目の質問

といたしまして、この繰越しの内容と理由

について、お尋ねをさせていただきたいと

思っております。 

 ２点目が、先ほどもございましたが、協

働のまちづくり推進委員会報酬について

でございます。 

 この補正につきましては、今年度、年３

回の予定が年５回になったということで

あったと思います。また、この第１回の会

議が今年の７月１６日に開催されたとい

うことで、その当初のスケジュールを見れ

ば、令和８年度も今のところ４回開催され

るというのが、これも増やすということに

なってくるというふうに思うんですが、質

問といたしましては、７月１６日に開催さ

れた第１回目のこの委員会について、感想

をお聞かせいただければと思います。 

 ３点目が、先ほどもございましたけれど

も、１２ページのところでございます。障

害福祉サービス等給付費の件でございま

した。 

 これについては、国が２分の１、府が４

分の１の合計４分の３が国・府からの補助

ということではあるんですが、市の独自の

支出は４分の１ということで、当初予算と

してまた約２４億円計上されていたと思

いまして、今回１，０５０万円の増額とい

うことでございます。これにつきましては、

業務量が増えてくるという思いもござい

まして、１回目の質問といたしまして、補

正に上げられたこの金額に対しての業務

量を、どのように捉えておられるのか、お

尋ねをさせていただきたいと思います。 

 以上３点です。 

○光好博幸委員長 三浦環境業務課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、繰越明許

費に係る御質問にお答えいたします。 

 まず昨年度、令和６年度における繰越で

ございますが、いすゞ自動車近畿株式会社

と令和６年７月に契約した、２トンパッカ

ー車に係る費用でございます。 

 令和７年１月にいすゞ自動車より、年度

内の納車が難しいとの報告を受け、本市と

協議の上、納入期限を令和７年度にするこ

とをやむを得ないと判断したため、繰越し

を行ったものでございます。 
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 納入遅延の理由といたしましては、新型

コロナウイルス感染症発生以後、部品の供

給の遅れが続いていることに加え、昨年度

の夏以降、部品供給元の東南アジアの工場

が一時的に生産停止となってしまったこ

と、日野自動車株式会社が新車の生産停止

となったことにより、いすゞ自動車の需要

が急増したことから、さらに部品の確保が

難しくなったことなどが重なった結果、本

契約の期限内の納車が難しくなったとの

ことでございます。 

 原因につきましては、いすゞ自動車以外

の外的要因によるものが大きいことから、

納車の遅延はやむを得ないと判断し、令和

７年度に繰越しを行ったものでございま

す。 

 なお、遅れておりましたパッカー車につ

きましては、既に納車済みでございます。 

 また、今回繰越しをお願いするのは、２

トンパッカー車２台の購入に係る費用で

ございます。 

 年度当初、早々に入札を実施するべく準

備を進めておりましたが、車両メーカーか

ら道路運送車両法の改正に伴う、サイバー

セキュリティ対応が必要となるため、受注

を停止しており、応札できないとのことか

ら、年度内の納車が困難となったため、繰

越しを行うものでございます。 

 メーカーに状況を確認したところ、１０

月頃からはサイバーセキュリティ対応済

みの車両の受注を再開する見込みであり、

その後、入札が行われれば、令和８年度中

に納車が可能とのことであるため、令和７

年度予算を令和８年度に繰り越すことで、

１１月頃をめどに入札を実施し、令和８年

度中の納車を目指すものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川本生活環境部副理

事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、協働

のまちづくり推進委員会についての御質

問でございます。 

 委員がおっしゃいましたように、推進委

員会の第１回会議を７月１６日に開催を

いたしました。第１回会議では、協働のま

ちづくり推進条例の概要である協働のま

ちづくり推進委員会の位置づけについて

説明を行ったほか、本市での協働の取組の

経緯や、協働を巡る本市の状況について、

市民アンケート調査の結果も踏まえなが

ら、委員の皆さんに説明を行ったところで

ございます。 

 感想につきましては、先ほども申し上げ

ましたように、委員長から計画の策定につ

いて、従来のような行政主導の進め方では

協働とは言えないというような御意見を

頂戴しました。 

 市といたしましても、これまでも様々な

行政の分野で計画を策定しておりますの

で、従来と同じような手法や手続で進めよ

うとしたわけでございますけれども、やは

り協働ということを考えるときに、行政か

らも発想や考え方の転換をしていかなけ

ればならないというのを改めて実感した

ところでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井保健福祉部次長。 

○由井保健福祉部次長 そうしましたら、

３点目の御質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず１３ページの１，０５０万円の歳出

に対しての歳入ですが、８ページ、９ペー

ジに記載のとおり、国庫負担金が２分の１、

府の負担金が４分の１、計上させていただ

いております。 

 就労選択支援事業が今回から実施され
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るのですが、市としましては、従前から就

労に関しての障害福祉サービスを、就労移

行や、就労継続支援で実施させていただい

ておりまして、支給決定を行う業務の一つ

として考えておりますので、その部分の業

務増というのは、さほど生じないものだと

考えております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 村上委員。 

○村上英明委員 御答弁ありがとうござ

います。 

 １点目の繰越明許費の件につきまして

は、先ほど理由を述べていただいたとおり、

サイバーセキュリティの関係ということ

で、令和７年度には納車ができない状況で、

令和８年１１月頃を目途とされていると

いうことでございます。 

 これは法律の改正とか、国からの指示と

か、ちょっと様々な状況があるかと思いま

すけれども、基本的には、この当年度予算

を上げた中にあっては、当年度執行してい

くのが基本的な考え方と思います。様々な

外部要因はどうしてもあると思いますが、

しっかりとその辺は予算を立てたという

ことの趣旨を踏まえて、これから執行に取

り組んでいっていただければと思います。 

 ２点目の協働のまちづくり推進委員会

については、この協働のまちづくりという

のは本当に数年前から、４団体とか様々な

方の協力を得て、摂津市内でも進めてきた

という状況下において、自治連合会等から

こういう条例をつくってほしいとか、少し

方向性が違ったようなことが当初はあっ

たんですが、この数年かけて条例を制定と

いうのが、今年の第１回定例会であったと

思います。 

 そういう中で、自治連合会や各団体も会

員数が減るというのもありますし、団体数

が減っていくということが私たちの一番

気にかかるところかと思います。今年の年

３回から５回に増やし、協議をする場とい

うのを増やすということは良いことなん

だろうと思います。 

 摂津市も、ここ数年約８万６，０００人

という人口を維持しておりますけれども、

これが特に少子高齢化という観点の中で、

人口を維持するけれども若い人たち、３０

代、４０代、５０代の方々が、地域の中で

活動していただけるようなまちづくりが

本当に必要なことだと思います。 

 お祭りなどの地域の行事も、減少傾向と

お聞きします。やはり地域の行事は、地域

の方々の触れ合いが本当に必要なことで

あると思いますので、手伝ってくれる若い

年代層の方々にこの協働という観点を認

識してもらえる計画策定に取り組んでい

っていただけるよう、協働のまちづくり推

進委員会にしていっていただきたいと思

いますので、要望とさせていただきます。 

 ３点目の障害福祉サービス費等給付費

については、業務量的には多くの負担はな

いということでございます。障害の方々に

寄り添うような雇用制度として、しっかり

とこのサービスを提供していく。健常者で

あろうが、障害を持っておられる方であろ

うが、同じ生活のレベルにしていけるよう

な給付、補助的な行政からの手助けなどの

面も含め、業務に取り組んでいっていただ

ければと思いますので、要望として、私の

発言を終わらせていただきます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 そのほか御質問はご

ざいますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 ３ページの繰越明許費

ですが、村上委員からも質問が出て、内容
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についてある程度理解をいたしました。 

 現在、パッカー車がどれぐらいあるのか

ということと、昨年度も今年度も、パッカ

ー車を更新されているわけですがいろい

ろな問題でうまくいかなかったと思いま

す。この先の展望についてお伺いしたいと

思います。 

 続きまして、１２ページ、１３ページ、

協働のまちづくり推進委員会委員報酬に

ついてでございます。 

 ホームページから資料を出してみます

と、協働のまちづくり推進計画策定スケジ

ュールは、今はまだ推進会議が３回の予定

であると掲載されていると思いますが、今

後、補正予算が可決されたらどういうスケ

ジュールでやっていくのでしょうか。 

 令和８年度についても教えていただき、

どういう計画をされているのかお聞きし

たいと思います。 

 それから障害福祉サービス費等給付費

ですが、摂津市の業務量は多くは増えない

とお伺いいたしました。この就労選択支援

については、相談をしたり計画をつくった

りということで、受けていく事業所がある

のだと思うんですが、どんなふうに選定を

されて、できればどこが受けたのかという

ことについても教えていただきたいと思

います。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 三浦環境業務課長。 

○三浦環境業務課長 それでは繰越明許

費に係ります御質問にお答えいたします。 

 パッカー車の台数でございますが、令和

６年度末現在１３台運用している状況で

ございます。 

 ごみの収集に係りましては、１３台のパ

ッカー車のほか、トラックや軽トラック、

１トンのトラック、バキューム等々で収集

しておるわけですが、そのうちの約半数程

度が初年度登録から１５年を経過した車

両となっております。 

 現在故障が頻発してるような状態でご

みの収集等にも支障が出ているケースが

ございます。 

 そのため、毎年２台ずつを更新していき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川本生活環境部副理

事。 

○川本生活環境部副理事 協働のまちづ

くり推進計画の今後のスケジュールとい

うことでございます。 

 今回の補正予算の議決をいただきまし

たら、１１月以降、会議を開催しまして、

本市における協働の状況について、先ほど

も申しましたように３回程度フリーディ

スカッション形式で議論を行っていただ

きます。そこで出た課題等々の内容が計画

の素案を作成する上での材料となります

ので、その内容を踏まえて、今年度の終わ

りから来年度の５月、６月か夏ぐらいにな

るかもしれませんが、庁内で素案の作成を

行ってまいりたいと考えております。 

 また、素案ができましたら、推進委員会

でも会議を何回か開きながら、御意見をい

ただいて修正を繰り返し、計画案をブラッ

シュアップしていきたいと考えておりま

す。 

 そして、計画自体は当初の予定どおり、

令和８年度末頃には完成させたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川本副理事、回数は増

えるという理解でいいですか。 

○川本生活環境部副理事 令和８年度に

つきましては、今後予算要求を今行ってま
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いります。当初は４回で考えておりました

けれども、今後庁内で回数を増やす予算要

求を行ってまいりたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井保健福祉部次長。 

○由井保健福祉部次長 そうしましたら、

３点目の御質問に御答弁させていただき

ます。 

 まず就労選択支援事業を実施できる事

業主体としましては、就労移行支援または

就労継続支援に関わる指定の障害福祉サ

ービスの事業所であって、過去３年以内に、

今申し上げた当該事業者の事業所の３人

以上の利用者が、新たに通常の事業所に雇

用されたもの、そのほかのこれらと同等の

障害者に対する就労支援の経験及び実績

を有する事業所となっております。 

 また事業所の申請に関しましては、大阪

府への申請となっており、先日、大阪府に

就労選択支援事業所の申請をしている事

業所の問合せをさせていただいたところ、

後ほど摂津市立ふれあいの里条例の改正

に上げさせていただいている、ひびきはば

たき園のみが今は申請をしているとお聞

きをしております。 

 また参考に、北摂の状況をお答えさせて

いただきたいと思うのですが、茨木市は１

０月から２事業所、高槻市には４事業所を

検討しているとお聞きしており、その他の

市については、現在のところまだ検討中と

お聞きをしております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 増永委員。 

○増永和起委員 それではパッカー車、清

掃車の件でございますが、ほとんどが１５

年を経過するような、大分年数がたってい

るとお聞きしました。 

 毎年の更新がこれから必要になってく

るということで、毎年２台の計画というお

話でしたけれども、スムーズに更新がいか

なければ、市民の皆さんに御不便をかけた

り、事故が発生することにもつながると思

います。 

 先ほど村上委員もおっしゃっておられ

ましたけれども、２年連続で補正をかけて

いかねばならないという状況です。もちろ

ん摂津市の問題というよりも今の情勢の

問題ではあるとは思うんですけれども、し

っかりと情勢把握もしていただいて、どの

車かある程度分かっておられると思うの

で、きちんと更新をしていけるようにお願

いしたいということで、要望としておきま

す。 

 続きまして、協働のまちづくりでござい

ます。今年度中に５回ということで、スケ

ジュール表を見ますと、これからほぼ毎月

開催しないといけないと思います。 

 委員の皆さんがそれでいいとおっしゃ

るんでしたらいいとは思いますが、第１回

目の議事要旨を読ませていただくと、委員

長の選出も事務局一任ということで行わ

れています。やはりもっと前に事務局と委

員長になっていただこうと思う方と、しっ

かりと協議をしていただいて、これから進

めていくスケジュール、中身はもちろん皆

さんがいろいろ御自由に、御闊達にお話合

いをされて、白紙の状態からいろいろなこ

とを、市民の思いを考えていったらいいと

思、スケジュールや具体的に市として用意

をしておかなければいけない、考えていか

なければいけないことは、もう少し事前に

レクチャーをして、お話合いをして臨んで

いったほうがよかったのではないのかと

思います。 

 この議事要旨を読んでいて、委員の方が
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非常に皆さんしっかりとした御意見をお

持ちだということを、改めて感じました。

すばらしい方々がお話合いに参加してい

ただいているということで、ありがたいと

思うんですけれども、一番最初に委員から

この問題について、条例の第１条に目的が

書かれているけれども、持続可能で活力あ

る地域社会の実現を図ることを目的とす

るとあるが、これはどういう状態を言って

いるのかという御質問が出ていたと思い

ます。 

 事務局からは、そうなったらいいなとい

うのが目的です、というふうに回答してい

まして、もう少ししっかりと、条例をつく

る段階できちんとした話合いが行われて

いなければならないはずですので、委員の

方々に条例制定の目的をお伝えできるよ

うにしないと、やはりなかなか良い計画は

つくっていけないと思います。やり取りを

する前の段階をしっかりとつくっていく

ということが、必要なのではないかと思い

ます。 

 来年度もまたその問題についてしっか

り考えていきましょうということだと思

いますので、反省点とか、私が思っている

のが違うのであれば、少し御意見をお聞き

したいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 ３番目ですが、新しい事業が始まるに当

たって、どこが受けてくれるのかというと

ころを調べたところ、摂津市の場合はひび

きはばたき園だけだったというお話で、他

市ではまだ決まっていないところもある

とのことでございました。 

 ひびきはばたき園で、こういう就労選択

支援の新しい事業をしていただく方々に

対しての給付費ということで、今回の補正

で出されているのは、先ほど月５人分とお

っしゃいました。 

 私が心配をしているのは、ひびきはばた

き園はそもそもの事業の中身というのが

ある上に、今度この新しい事業をやってく

ださいということで受け、そこしかないと

言われて受けてはると思うんですけれど

も、市の業務量が増えていなくても、ひび

きはばたき園に業務がいっぱい増えると

いうことになるのではないのかと思いま

す。 

 実際に利用されておられる方々もいる

けれども、新しくそういう相談事業が入っ

てきて、そこに割かなければならない人員

や時間に負担がかかっていくのではない

のかと思います。 

 今、サービスを受けておられる方に跳ね

返ってくる面もあるのかが非常に気にな

るところですので、お答えいただきたいと

思います。 

○光好博幸委員長 川本生活環境部副理

事、報酬の補正ということですので、可能

な範囲でお答えいただけたらと思います。 

○川本生活環境部副理事 協働のまちづ

くり推進委員会について、最初から委員長

と調整できなかったのかというお問いだ

ったかと思います。 

 協働のまちづくり推進委員会を７月に

実施したわけなんですけれども、３月に条

例の議決をいただいてから、７月の施行ま

での間に委員の皆さんの人選を行い、予算

につきましても、前年度の段階で確定して

おりますので委員長となられる方の意向

も事前に聞いておけばよかったと思いま

すが、そうしたとしても、今回の増額補正

には間に合わなかった、増額補正はやはり

する必要があったのかと思っております。 

 それで、委員会の中で条例の目的の数値

化ということで、今、委員がおっしゃいま
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したけれども、条例の文言だけでは、数値

化というのが難しい状況でございます。今

後、協働のまちづくりの目標につきまして

は、計画で具体的に示していきますので、

御理解お願いいたします。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井保健福祉部次長。 

○由井保健福祉部次長 そうしましたら、

２回目の御質問に御答弁させていただき

ます。 

 今回の歳出の金額に関しましては、ひび

きはばたき園に全てが行くわけではなく、

１０月からこの就労選択支援事業が開始

されています。 

 それで摂津市民の方は、必ずひびきはば

たき園の事業所を利用しないといけない

わけではなく、例えば先ほど申し上げまし

た、１０月から実施をしている茨木市の２

か所、高槻市の４か所の６か所の事業所を

利用されるということも、もちろん可能で

す。 

 そこの利用された事業所に対して、お支

払いをさせていただくトータルとなって

いますので、御理解いただければと思いま

す。 

 先ほど、ひびきはばたき園に関しては、

その就労選択支援事業が新たに始まるこ

とでの負担増があるのではないかという

ことでございました。このひびきはばたき

園に関しましては１１月から、事業を実施

させていただくのですが、今後その業務に

関しましては、指定管理者と調整をしてい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 増永委員。 

○増永和起委員 それでは協働のまちづ

くりについてです。 

 新しくつくっていく計画ですので、最初

から完璧なものができるということでは

ないとは思うんですけれども、やはり委員

の方々が非常に熱心に御議論いただいて

いるその議事要旨を読みますと、やはり良

いものができていってほしいという思い

もなおさら高まります。ぜひしっかりと委

員の皆さんとコミュニケーションを図り

ながら、良い計画につくり上げていけるよ

うに、努力をしていっていただきたいとい

うふうに思い、要望としておきます。 

 それから、ひびきはばたき園の関係です

けれども、今、お話があったように、摂津

市の新しいサービス、就労選択支援を受け

る方は、ひびきはばたき園に行くだけでは

なくて、先ほど教えていただいた茨木市や

高槻市の事業所でも、受けることができま

すというお話でした。 

 反対に、他市の方々もひびきはばたき園

で受けることができるということになる

と思います。まだそういう就労選択支援に

ついて、事業所が選定されていない市が多

かったとお聞きしたと思います。 

 今ある事業所に、支援を希望する人たち

が殺到する可能性もあると思いますので、

やはりひびきはばたき園の業務内容が大

きく膨らんで、負担が大きくなっていかな

いかということについては、ぜひしっかり

と気を配っていただいて、何らかの対応も、

指定管理者と話し合って行っていただき

たいと思いますので、要望としておきます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 そのほか御質問ござ

いませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 以上で、質問を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時１８分 休憩） 
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（午前１１時２１分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 では、議案第５４号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 質疑のある方は挙手をお願いします。 

 村上委員。 

○村上英明委員 ８ページに基金繰入金

があります。３，７２２万１，０００円と

いうことなんですが、この補正予算を執行

されて、残っている基金の額について、１

回目、お尋ねをさせていただきたいと思い

ます。 

○光好博幸委員長 細井高齢介護課長。 

○細井高齢介護課長 今回、基金の取崩し

によりまして、当初の基金取崩しも加味い

たしまして、令和７年度末の基金の残高は、

約３．６７億円と見込んでおります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 村上委員。 

○村上英明委員 介護保険につきまして

は、第９期せっつ高齢者かがやきプランが

始まっているということだと思いますが、

私の思いは、もう少し基金があってもよい

というか、それをするには、やはり歳入を

増やすことで、基金の増額ということが結

論になっていくのかと思います。この基金

を温存するのが目的ということではない

んですけれども、やはりこの約３．６７億

円という基金が、この第９期せっつ高齢者

かがやきプランの中でうまく運用できる

のかが私も心配というか、不安材料です。 

 この基金がもし枯渇すれば、新たな需要

が何かの理由で増えたとしても、対応がな

かなか困難ということもありますし、それ

をすれば、逆に一般会計からの繰入れとい

うこともあるかもしれませんけれども、そ

れはできないと思います。基金をある程度

温存ということも踏まえながら、介護保険

の事業を運用していっていただければと

いうことで、私の発言を終わらせていただ

きます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 そのほか質疑はござ

いますでしょうか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 今、基金の問題が出まし

た。基金残高が３億６，０００万円ぐらい

ということでございました。 

 今年度末の見込みだと思います。前年度

の介護保険の基金残高が４億９，０００万

円ぐらいだったかと思います。確かに基金

が減るということにはなっていると思い

ますが、３年サイクルで基金は全て繰り入

れて、それで保険料をできる限り引下げし

ていくということ、財源にしていくという

ことが、この間ずっと議論をされてきた中

身だったと思います。やはり市民の皆さん

に保険料負担、今、北摂で２番目に高い介

護保険料でございますので、これをさらに

値上げをするというようなことがないよ

うにしていただきたいと思います。 

 質問は、給付費の伸びでございますけれ

ども、これはどれぐらいになっているのか、

お伺いしたいと思います。 

○光好博幸委員長 細井高齢介護課長。 

○細井高齢介護課長 給付費の状況でご

ざいます。 

 令和６年度決算におきましては、約７０

億７，０００万円という数字になっており

ます。令和５年度は６７億２，０００万円

でしたので５．２％の増となっております。 

 さらに令和４年度、こちらにつきまして

は、約６３億３，０００万円という状況で

ございますので、給付費は、年々増加して

いるところでございます。 
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 また、２０４０年に向けまして、後期高

齢者、とりわけ８５歳以上の高齢者がさら

に増加していくと見込んでおりますので、

介護サービスの需用は、今後もさらに伸び

ていくものと認識しております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 増永委員。 

○増永和起委員 さらに伸びていくであ

ろうとおっしゃるのは、当然だと思います。 

 やはり後期高齢者の方々が増えること

になれば、健康寿命を延ばす活動は必要で

すけれども、やはり介護が必要になってく

る方が増えていくことについて、歯止めを

かけることは、摂津市だけでできるもので

はないと思います。 

 これは摂津市単独の問題ではなくて、全

国的な問題ですから、国がしっかりと予算

を組んで、国費を投入するということをし

ていただかないと、それを全部保険料で負

担することはやはりあってはならないこ

とですので、重ねて要望いたしまして、ぜ

ひ摂津市も国に要望してください。よろし

くお願いしたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○光好博幸委員長 そのほかございませ

んでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 以上で、質問を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時２８分 休憩） 

（午前１１時２９分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 議案第５６号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 光田委員。 

○光田あまね委員 先ほど補正予算につ

いては、金額の根拠等についてお伺いさせ

ていただきました。 

 今回条例の一部を改正されるというこ

とでして、その内容については、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく就労選択支援に関

する事業を行うために、制定をされると理

解をしております。 

 その内容について、就労選択支援につい

ては、新たな事業追加だと思われますけれ

ども、どのようなことが従来の就労サービ

スでは課題であったのか、教えていただけ

ますでしょうか。 

○光好博幸委員長 由井保健福祉部次長。 

○由井保健福祉部次長 そうしましたら、

１回目の御質問にお答えさせていただき

ます。 

 就労能力や適性を客観的に評価し、可視

化していく手法等が確立されていないた

めに、障害者の就労能力、一般就労の可能

性について、障害者本人や障害者を支援す

る方が十分に把握できておらず、適切なサ

ービスにつなげられていないこと、また障

害者の就労の課題としては、一度、就労継

続支援のＡ型もしくはＢ型の利用が始ま

ると、本人の能力に応じたステップアップ

を目指すことが少ないということが課題

でもありました。 

 就労選択支援につきましては、就労継続

等のサービスを開始する前に、障害者がど

のような働き方を選択するかを、能力やそ

の方の適性、本人のニーズ、配慮事項など

を整理することができるだけではなく、就

労継続支援のＡ型・Ｂ型等の利用を始めた

後にも、希望に応じた選択が可能になると

思います。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 光田委員。 
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○光田あまね委員 ありがとうございま

す。 

 従来、一度決まってしまうと、なかなか

本人の希望も反映されることなく、また選

び直すこともできなかったことが、今回の

条例の改正に伴いまして、少しでも希望が

反映されるということだと認識しており

ます。 

 障害をお持ちであっても働きたい希望

のある方には、社会で活躍していただきた

いと私も思っておりますし、それによって

ひびきはばたき園の負担が増えることは

あるかもしれないですけれども、そこはま

た指定管理者と調整しながら、良い方向で、

障害を持つ方々にとって希望がかなう良

い方向に進んでいければいいなと思いま

すので、要望とさせていただきまして、私

の質問を終了させていただきます。 

○光好博幸委員長 そのほかに質疑ござ

いますでしょうか。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員 どういった方が対象に

なるのか、お伺いしてもよろしいですか。

お願いします。 

○光好博幸委員長 由井保健福祉部次長。 

○由井保健福祉部次長 対象者について

の御質問に対して、御答弁させていただき

ます。 

 就労選択支援の対象者につきましては、

令和７年１０月からは、就労継続支援Ｂ型

利用希望者のうち、現行の就労アセスメン

トが必要な方が対象となります。 

 また、５０歳に達している方、または障

害基礎年金１級受給者の方、就労経験があ

る方で年齢や体力の面で一般企業に雇用

されることが困難になった方については、

希望に応じて利用することが可能となっ

ております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 大川委員。 

○大川ゆり委員 分かりました。ありがと

うございます。 

○光好博幸委員長 そのほかございませ

んでしょうか。 

 村上委員。 

○村上英明委員 今回、議案第５６号につ

いては、就労選択支援に関する事業を加え

るということでございますけれども、この

条例改正をすることによって、摂津市民の

方の利用対象が増えるとか、内容が充実す

るとかもあるかと思いますが、どういうメ

リットがあるのか１回目のお尋ねをさせ

ていただきたいと思います。 

○光好博幸委員長 由井保健福祉部次長。 

○由井保健福祉部次長 市民に関しての

メリットにつきまして御答弁を申し上げ

ます。 

 まず就労選択支援の目的としまして、働

く意欲や能力のある障害者が、自分自身で

就労選択できるよう、必要な支援、適切な

障害福祉サービスにつなげることと、先ほ

ど申し上げましたように、就労継続支援を

利用して能力が向上した方に、本人の希望

も重視しながら、就労移行支援や一般就労

などの、次のステップへ進む選択の支援を

することを目的としています。 

 今回、摂津市立ふれあいの里条例改正と

して、ひびきはばたき園の事業追加を上げ

させていただきました。 

 ひびきはばたき園は、就労移行支援サー

ビスとして、就労継続支援のＢ型事業所と

してこれまでも就労アセスメントを行い、

適正にケース会議等を行い、摂津市の就労

を支えておられます。 

 また、他機関連携においても、市内の就

労系サービスや他市の就労系サービスと
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のつながりがあり、スムーズな連携がとれ

る強みがあります。 

 市内の障害者が、就労選択支援事業を受

ける事業所として、指定管理者であるひび

きはばたき園も、市内の事業所として利用

できるよう事業追加したことに関しては、

市民にとって、利用者にとっては、メリッ

トであると考えております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 村上委員。 

○村上英明委員 今回は、摂津市立ふれあ

いの里条例改正ということでありますけ

れども、一般的には、一般就労に結びつけ

ていくところが、本当に僕は大切なことか

と思います。 

 先ほどの質疑で、Ａ型とかＢ型とかもあ

りますし、一般就労に向けてのその前段で

の訓練とかという方々についても、例えば、

市外に出られる方等々については、電車代

が自己負担になっている方は、家計的にも

負担になっているようなこともお聞きし

ております。条例改正によって、自己の能

力を高めていく、またその能力を持った方

の適正な就労や、収入を増やすという面も

ありますし、また社会の中で様々な方々と

触れ合っていただけることにもつながっ

ていくのかと思いますので、しっかりとフ

ォローしていただくような事業展開を、こ

れから進めていっていただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 そのほか御質問はご

ざいますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 ないようですので、質

疑なしと認め、質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時３６分 休憩） 

（午前１１時３８分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 討論なしと認め、採

決します。 

 まず、議案第５３号所管分について、可

決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。 

 続きまして、議案第５４号について、可

決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第５６号について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。 

 これで、本委員会を閉会いたします。 

（午前１１時４１分 閉会） 
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